
宮崎県介護ロボット導入支援事業費補助金交付要綱 

 

令和元年７月２５日  

福祉保健部長寿介護課  

                             

  （趣旨）  

第１条 県は、介護サービス事業者が、介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など

就労環境の整備を進めることにより、介護従事者の確保を図るため、予算で定めるところ

により、介護サービス事業者に対し補助金を交付するものとし、その交付については、地

域医療介護総合確保基金（介護従事者の確保に関する事業）における「管理者等に対する

雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について（令和２年４月 14 日付け老高発 0414

第 1 号、老振発 0414 第１号、厚生労働省老健局高齢者支援課長、振興課長連名通知）の別

紙１「介護ロボット導入支援事業実施要綱」（以下「国実施要綱」という。）及び補助金

等の交付に関する規則（昭和 39 年宮崎県規則第 49 号。以下｢規則｣という。）に定めるも

ののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

  （定義）  

第２条 この要綱において「介護ロボット」とは、国実施要綱において補助対象となる機器

をいう。 

 

  （補助事業者）  

第３条 第１条の補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、次の要

件を満たす者とする。 

  (１)  介護保険法（平成９年法律第 123 号）第８条１項に規定する居宅サービス（居宅療

養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。）、同条第 14 項に規定する地

域密着型サービス、同条第 26 項に規定する施設サービス、健康保険法等の一部を改正す

る法律（平成 18 年法律第 83 号）附則第 130 条の２第１項の規定により、なおその効力

を有するものとされた同法による改正前の介護保険法第８条第 26 項に規定する介護療

養型医療施設又は同法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス（介護予防居宅療

養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。）の指定又

は許可を受けた宮崎県内に所在する事業所を運営する者。 

（２） 県税に未納がないこと。 

（３） 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 321 条の４及び各市町村の条例の規定により

個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等（宮崎県内に居住

している者に限る。）の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を

開始することを誓約した者。 

  (４)  第１条の補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）を実施する

主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは同条第６号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと又は暴力団若しくは暴力

団員と密接な関係を有しないこと。 



  (５) その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。 

 

 （補助対象経費及び補助額等）  

第４条 第１条の補助金の交付の対象となる経費及び補助額等は、次のとおりとする。 

（１）介護ロボットの導入に伴う経費 

補助対象経費（注１） 補助率等 限度台数 

 介護ロボットの導入に要する

経費（介護ロボットを導入する

際の必要な諸経費を含む。）と

する。ただし、他の補助金等を

受けて導入する機器に係る経費

その他次に掲げる経費は、補助

の対象外とする。 

１ 消費税及び地方消費税 

２ 機器のメンテナンス費用 

３ パソコン、タブレット、ス

マートフォンなどの通信機器

費用又はインターネット回線

使用料等の通信費 

４ その他、本事業として適当

とは認められない費用 

 補助額は１台ごとに算出

し、補助率は補助対象経費

の２分の１とする。ただし、

移乗支援及び入浴支援の機

器については、１台につき

100 万円とする。それ以外

の機器については１台につ

き上限 30 万円とする。 

なお、補助額に 1,000 円

未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てるもの

とする。 

 

 必要台数とする。 

 （注１）リース費用も含むが、当該年度中に係る経費（当該年度の３月末までに係る経費）

のみ対象とする。 

 

（２）見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費 

補助対象経費（注２） 補助率等 

１ Wi-Fi 環境を整備するために必要な

経費（配線工事（Wi-Fi 環境整備のた

めに必要な有線ＬＡＮの設備工事も

含む）、モデム・ルーター、アクセス

ポイント、システム管理サーバー、ネ

ットワーク構築等）（以下、「Wi-Fi

工事」という。） 

２ 職員間の情報共有や職員の移動負

担を軽減するなど効果・効率的なコミ

ュニケーションを図るためのインカ

ム（デジタル簡易無線登録型等の

Wi-Fi 非対応型のインカムを含み、必

要な諸経費を含む。）（以下、「イン

カム」という。） 

補助率は補助対象経費の２分の１とす

る。ただし、１事業所につき 上限 750 万円

とする。 

なお、補助額に 1,000 円未満の端数が生

じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 



３ 介護ロボット機器を用いて得られる

情報を介護記録にシステム連動させる

ために必要な経費（介護ロボット機器

を用いて得られる情報とシステム連動

可能な介護記録ソフトウェア（既存の

介護記録ソフトウェアの改修経費も含

む）、バイタル測定が可能なウェアラ

ブル端末、介護ロボットを用いて得ら

れる情報とソフトウェア間を接続する

ためのゲートウェイ装置等。）（以下、

「システム連動経費」という。） 

ただし、他の補助金等を受けて導入

する機器に係る経費その他次に掲げる

経費は、補助の対象外とする。 

１ 消費税及び地方消費税 

２ 機器のメンテナンス費用 

３ インターネット回線使用料等の通

信費 

４ パソコン、タブレット、スマート

フォン等の購入費用 

５ その他、本事業として適当とは認

められない費用 

 （注２）リース費用も含むが、当該年度中に係る経費（当該年度の３月末までに係る経費）

のみ対象とする。 

 

（申請書に添付すべき書類） 

第５条 規則第３条第１号、第２号及び第４号の規定により補助金等交付申請書（別紙１）

に添付すべき書類及びその様式は、次のとおりとする。 

  (１)  導入計画書（別記様式第１号） 

  (２)  申請額算出内訳書（別記様式第２号） 

 （３） 収支予算書（別記様式第３号） 

（４） 見積書 

（５） Wi-Fi 工事に関する図面 

（６） 購入予定機器及びシステム連動経費に係るカタログ又はパンフレット等 

（７） 市町村以外の者にあっては、第３条第２号に係る納税証明書（県税に未納がないこ

との証明）（原則として申請を行う日から３か月以内のもの。写しでも可。） 

（８） 法人にあっては、第３条第３号に係る個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書

（別記様式第４号） 

  (９)  市町村以外の者にあっては、第３条第４号に係る誓約書（別記様式第５号） 

  (10)  その他知事が必要と認める書類 



  （補助条件） 

第６条 規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。 

  (１)  補助事業の内容の変更（第８条に規定する軽微な変更を除く。）をする場合には、

知事の承認を受けなければならない。 

 （２） 補助事業を中止し、又は廃止（一部の中止又は廃止を含む。）する場合には、知事

の承認を受けなければならない。 

 （３） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合

には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

 （４） 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が 30

万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定められた耐用年数を経過するまで知事の承

認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保

に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。 

 （５） 規則第 21 条の規定による知事の承認を受けて、財産を処分することにより収入があ

った場合には、知事の指示により、その収入の全部又は一部を県に納付しなければな

らない。 

 （６） 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなけれ

ばならない。 

 （７） 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備の上、補助事

業が完了した日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）

の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

 （８） 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄

付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄

付金は除くものとする。 

（９）事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契 

約手続きの取扱いに準拠しなければならない 

（10） 前各号に掲げる条件に違反し、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され

た場合には、知事の指示により、補助金の全部又は一部を県に納付しなければならな

い。 

  (11)  その他規則及びこの要綱の定めに従うこと。 

 

  （申請の取下げ）  

第７条 規則第８条第１項に規定する知事の定める期日は、補助金の交付決定の通知を受領

した日から起算して 10 日を経過した日とする。 

 

  （軽微な変更の範囲） 

第８条 規則第 10 条第２項ただし書の規定により知事の定める軽微な変更の範囲は、補助金

の額に変更がない場合又は補助事業の実施に必要な経費の総額の 20％以内の減額の変更

とする。 

 



 （状況報告） 

第９条 規則第 11 条の規定による状況報告は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度から

３年間、毎年度４月末日までに導入効果報告書（別記様式第６号）によって行わなければ

ならない。 

 

  （補助金の交付方法）  

第 10 条 この補助金は、精算払により交付する。 

 

（補助金の交付請求）  

第 11 条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするとき

は、補助金交付請求書（別記様式第７号）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告）  

第 12 条 規則第 14 条第１項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書（別紙３）に次

の書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して 30 日を経過した日又は補助金の交付決

定のあった年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い期日までにしなければならない。  

  (１)  精算額算出内訳書兼事業実績書（別記様式第８号） 

  (２)  収支決算書（別記様式第９号） 

 （３） 領収書又は請求書の写し 

（４） 導入した介護ロボット並びにインカム、Wi-Fi 工事及びシステム連動経費の内容が

分かる写真 

（５） その他知事が必要と認める書類 

 

  （書類の提出部数等） 

第 13 条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類の部数は、それぞれ１部とし、

その様式は、規則に定めのあるものを除き、別記に定めるところによる。 

 

      附 則 

  この要綱は、令和元年７月２５日から施行し、令和元年度の予算に係る宮崎県介護ロボッ

ト導入支援事業費補助金から適用する。 

 

附 則 

  この要綱は、令和２年６月１日から施行し、令和２年度予算に係る宮崎県介護ロボット導

入支援事業費補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年６月１７日から施行し、令和３年度予算に係る宮崎県介護ロボット

導入支援事業費補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年６月１７日から施行し、令和４年度予算に係る宮崎県介護ロボット

導入支援事業費補助金から適用する。 



住所

名称

代表者氏名

　１　添付書類

　（１）　導入（変更）計画書（別記様式第１号）

　（２）　申請額（変更）算出内訳書（別記様式第２号）

　（３）　（変更）収支予算書（別記様式第３号）

　（４）　見積書

　（５）　導入予定機器のパンフレットの写し

　（６）　その他知事が必要と認める書類

　２　本件担当者氏名

別紙１（規則第３条関係）

　　　宮崎県知事　　　　　　　　　殿

　　　 文　書　番　号

　　　 年　　月　　日

　宮崎県介護ロボット導入支援事業費補助金交付要綱に基づく　　年度宮崎県介護ロボット導入支援
事業費補助金については、　　　　　　　　　　　　円を交付されるよう補助金等の交付に関する規則（昭
和３９年宮崎県規則第４９条）第３条の規定により、関係書類を添えて申請する。

補助金等（変更）交付申請書

電 子 メ ー ル

電 話 番 号

担 当 者 氏 名



別紙２（規則第７条関係）

印

２　交付決定額の内訳　　　　　　　　　　　　　

３　交付決定の内容　　　　　　　　　　　　　

４　交付決定に付した条件　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　 番           号

　　　 年　　月　　日

宮崎県知事

　　　年　　月　　日付第　　　　　　号で交付申請のあった宮崎県介護ロボット導入支援事業費補助
金交付要綱に基づく　　年度宮崎県介護ロボット導入支援事業費補助金については、補助金等の
交付に関する規則（昭和３９年宮崎県規則第４９号）第４条の規定により次のとおり交付することに
決定しましたので、同規則第７条の規定により通知します。

１　交付決定額　　　　　　　　　　　　円

　年度宮崎県介護ロボット導入支援事業費補助金の交付決定について



別紙３（規則第14条関係）

住所

名称

代表者氏名

１　事業の効果

２　事業完了年月日

添付書類

　１　精算額算出内訳書兼事業実績書（別記様式第８号）

　２　収支決算書（別記様式第９号）

　３　領収書又は請求書の写し

　４　導入した介護ロボット並びにインカム、Wi-Fi工事及びシステム連動機器の内容が分かる写真

　５　その他知事が必要と認める書類

　　文 書 番 号

　　　 年　　月　　日

宮崎県知事　　　　　　　　　　殿

年度補助事業実績報告書

　　　　年　　月　　日付け号で交付決定のあった宮崎県介護ロボット導入支援事業費補助金に
ついては、補助金等の交付に関する規則（昭和３９年宮崎県規則第４９号）第１４条の規定によ
り、その実績を下記のとおり報告する。



様式第４号（第５条関係） 

 

年  月  日  

 

 宮崎県知事         殿 

                                                                                      

                                  住  所 

                                          氏  名 

                                        （法人にあってはその名称及び代表者の氏名） 

 

特別徴収実施確認・開始誓約書 

 

 チェック欄（いずれかに該当する項目□にチェックを入れてください。） 

１ 領収証書の写し添付 

 □ 当事業所は、現在     市（町・村）の特別徴収義務者の指定を受け、従業員等の

個人住民税について、特別徴収を実施し納付しています。 

                              → ６か月以内の領収証書の写しを添付してください。 

 

６か月以内の領収証書の写しを添付してください。 

 

 

 

 

 

 

２ 添付する領収証書の写しがない場合等 

（１）特別徴収実施確認 

    □ 当事業所は、現在     市（町・村）の特別徴収義務者の指定を受け、従業員等

の個人住民税について、特別徴収を実施しています。 

                              → 確認印を受けてください。      

       上記市町村の特別徴収義務者指定番号：                 

                                       ※ 各事業所で事前に記入しておいてください。 

（２）特別徴収義務がない 

    □ 当事業所は、特別徴収義務のない事業所です。 

                     → 確認印を受けてください。 

 

（３）開始誓約 

    □ 当事業所は、  年  月から、従業員等の個人住民税につ

いて特別徴収を開始することを誓約します。 

      つきましては、特別徴収税額の決定通知書を当社（者）あて

に送付してください。 

                              → 確認印を受けてください。 

市(町・村)確認印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記 

様式第１号（第５条関係） 

導  入  （ 変 更 ） 計  画  書 

法人住所：               

法 人 名：               

事業所住所：               

事業所名：               

担当者名：               

電  話：               

Ｅ－ｍａｉｌ：               

 

１．サービス種別・事業所定員（サービス種別のいずれかに○印を記入すること。） 

 サービス種別： 施設・居住系   ・   在宅系 

 定    員： 

 

２．事業内容（介護ロボットの種別のいずれかに○印を記入すること。） 

①介護ロボットの導入に伴う経費 

【介護ロボットの種別】：移乗介護 ・ 移動支援 ・ 排泄支援 ・  

見守り・コミュニケーション ・ 入浴支援 ・ 介護業務支援 

【介護ロボットの製品名】： 

【導入台（セット）数】： 

【導入希望時期】：    年  月頃 

②見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費 

【通信環境整備の内容】： Wi-Fi 工事 ・ インカム ・システム連動経費 

【見守り機器の導入状況】：機器名（       ） 

導入（予定）時期（  年   月） 

【インカム】：台数（      ）導入予定時期（         ） 

【システム連動経費】：ソフトウェア ・ ウェアラブル端末 ・ ゲートウェイ装置 

【Wi-Fi 工事着工予定年月日～完了予定年月日】：  年  月  日～  年  月  日 

 

３．導入後の使用計画（３年間の使用計画） 

 

 

 

４．導入により達成すべき目標・期待される効果（介護職員等の労働時間削減、

身体的負担の軽減、業務効率化、離職率の低下等について記入すること。） 

 

 

 

５．その他の介護職員勤務環境改善の取組み（取組みがある場合は記入すること。 

 

 



様式第２号（第５条関係）

施設・居住系

在宅系

１．介護ロボットの導入に伴う経費

介護ロボットの種別 機器名 機器購入価格
補助基準額
（A）×1/2

１台あたり申請額
※（B）と３０万円のいずれ

か低い額
台数

補助金申請額
（C）×（D）

備考

（A） （B） ※千円未満切り捨て（C) （D） （E）

円 円 円 台 円

合　　　計

※１　上記金額は、税抜きで記載すること

※２　移乗支援及び入浴支援の機器の場合は、C欄は（B）と100万円のいずれか低い額を記載

２．見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費

総事業費 対象経費の額
補助基準額
（F）×1/2

補助金申請額
※（G）と750万円のいず

れか低い額

※税込み ※税抜き　　　　　（F） ※千円未満切り捨て　（G） （H)

円 円 円 円

合　　計

　申　　請　　額　（　変　更　）　算　　出　　内　　訳　　書

サービスの種別
（いずれかに○）

サービス区分
利用定員数

事業所名：

※該当するものに○

Wi-Fi工事
・

インカム
・

システム連動経費

備考



様式第３号（第５条関係）

１　収　入
（単位：円）

区　　　分 収入予定額

合　　　計

２　支　出
（単位：円）

区　　　分 支出予定額

合　　　計

１．事業費

積算内訳

積算内訳

３．その他（　　　　　　　　　　）

（変更）収　支　予　算　書

１．県補助金

２．自己資金



様式第４号（第５条関係） 

 

年  月  日  

 

 宮崎県知事         殿 

                                                                                      

                                  住  所 

                                          氏  名 

                                        （法人にあってはその名称及び代表者の氏名） 

 

特別徴収実施確認・開始誓約書 

 

 チェック欄（いずれかに該当する項目□にチェックを入れてください。） 

１ 領収証書の写し添付 

 □ 当事業所は、現在     市（町・村）の特別徴収義務者の指定を受け、従業員等の

個人住民税について、特別徴収を実施し納付しています。 

                              → ６か月以内の領収証書の写しを添付してください。 

 

６か月以内の領収証書の写しを添付してください。 

 

 

 

 

 

 

２ 添付する領収証書の写しがない場合等 

（１）特別徴収実施確認 

    □ 当事業所は、現在     市（町・村）の特別徴収義務者の指定を受け、従業員等

の個人住民税について、特別徴収を実施しています。 

                              → 確認印を受けてください。      

       上記市町村の特別徴収義務者指定番号：                 

                                       ※ 各事業所で事前に記入しておいてください。 

（２）特別徴収義務がない 

    □ 当事業所は、特別徴収義務のない事業所です。 

                     → 確認印を受けてください。 

 

（３）開始誓約 

    □ 当事業所は、  年  月から、従業員等の個人住民税につ

いて特別徴収を開始することを誓約します。 

      つきましては、特別徴収税額の決定通知書を当社（者）あて

に送付してください。 

                              → 確認印を受けてください。 

市(町・村)確認印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５号（第５条関係） 

 

            年  月  日   

 宮崎県知事         殿 

 

                                 住  所 

                ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 

                                 氏  名 

                               （法人にあってはその名称及び代表者の氏名） 

                               （代表者）生年月日        年  月  日  性別 男・女 

                    

 

 

誓  約  書 

 

 私は、  年度宮崎県介護ロボット導入支援事業費補助金交付申請を行うに当たり、次の事項

について誓約します。 

 なお、県が必要な場合には、宮崎県警察本部に照会することについて承諾します。 

 また、照会で確認された情報は、今後、私が宮崎県と行う他の契約における確認に利用する

ことに同意します。 

 

  ※チェック欄（誓約の場合、□にチェックを入れてください。） 

□ 自己及び本事業実施主体の構成員・役員等は、次のアからウまでのいずれにも該当するも

のではありません。また、事業実施主体の運営に対し、次のアからウまでのいずれの関与も

ありません。 

 

  ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

  イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）   

 ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

 

 

 



様式第６号（第９条関係） 

   導 入 効 果 報 告 書 

法人住所：               

法 人 名：               

事業所住所：               

事業所名：               

担当者名：               

電  話：               

Ｅ－ｍａｉｌ：               

 

１．サービス種別・事業所定員（サービス種別のいずれかに○印を記入すること。） 

 サービス種別： 施設・居住系   ・   在宅系 

 定    員： 

 

２．事業内容（介護ロボットの種別のいずれかに○印を記入すること。） 

①介護ロボットの導入に伴う経費 

【介護ロボットの種別】：移乗介護 ・ 移動支援 ・ 排泄支援 ・  

見守り・コミュニケーション ・ 入浴支援 ・ 介護業務支援 

【介護ロボットの製品名】： 

【導入台（セット）数】： 

【導入希望時期】：    年  月頃 

②見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費 

【通信環境整備の内容】： Wi-Fi 工事 ・ インカム ・ システム連動経費 

【見守り機器の導入状況】：機器名（       ） 

導入（予定）時期（  年   月） 

【インカム】：台数（      ）導入予定時期（         ） 

【システム連動経費】：ソフトウェア ・ ウェアラブル端末 ・ ゲートウェイ装置

【Wi-Fi 工事着工予定年月日～完了予定年月日】：  年  月  日～  年  月  日 

 

３．導入計画書に掲げた導入後 3 年間で達成すべき目標 

 

 

 

４．介護ロボットの使用状況 

 

 

 

５．介護ロボット及び通信環境整備の導入効果（介護職員等の労働時間削減、身

体的負担の軽減、業務効率化、離職率の低下等について記入すること。）  

 

 



様式第７号（第１１条関係）

　宮崎県知事　　　　　　　　　　　　　　　　殿

住所

氏名

請求額

（振込預金口座）

銀行 支店

担当者

連絡先

口座名義人
（カタカナ）

普通 当座

　　年度宮崎県介護ロボット導入支援事業費補助金交付請求書

（　　　　　　　　　） （　　　　　　　　）

預金種別

　　　 番           号

　　　 年　　月　　日

（補助事業者）

　　年　　月　　日付け　　第　　　　号で交付決定通知のあった　　年度宮崎県介護ロボット導入支援事業費
補助金について、下記金額を精算払の方法により交付されるよう、宮崎県介護ロボット導入支援事業費補
助金交付要綱第１１条の規定により請求します。

記

金　　　　　　　　　　　　　　　円

口座番号

金融機関名



様式第８号（第１２条関係）

施設・居住系
在宅系

１．介護ロボットの導入に伴う経費

介護ロボット
の種別

機器名 機器購入価格
補助基準額
（A）×1/2

１台あたり申請額
※（B）と３０万円の
いずれか低い額

台数
実績額

（C）×（D）
交付決定額

確定額
※（E）と（F）
のいずれか低い

額

（A） （B） ※千円未満切り捨て（C) （D） （E） （F） （G）
円 円 台 円 円 円

合　　　計

※１　上記金額は、税抜きで記載すること
※２　移乗支援及び入浴支援の機器の場合は、C欄は（B）と100万円のいずれか低い額を記載

２．見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費

総事業費 対象経費の額
補助基準額
（H）×1/2

補助金所要額
※（Ｉ）と750万円の
いずれか低い額

実績額 交付決定額
確定額

※（K）と（L）のい
ずれか低い額

※税込み ※税抜き　　　　　（H）※千円未満切り捨て　（I） （J) (K) (L) (M)

円 円 円 円 円 円 円

合　　　計

３．事業実績書
　介護ロボット導入及び通信環境整備により得られた成果（詳しく記載すること。）

　精　算　額　算　出　内　訳　書　兼　事　業　実　績　書

サービスの種別
（いずれかに○）

サービス区分
利用定員数

事業所名：

※該当するものに○

Wi-Fi工事
・

インカム
・

システム連動経費



様式第９号（第１２条関係）

１　収　入
（単位：円）

区　　　分 決算額

合　　　計

２　支　出
（単位：円）

区　　　分 決算額

合　　　計

収　　支　　決　　算　　書

積算内訳

積算内訳

１．県補助金

２．自己資金

１．事業費

３．その他（　　　　　　　　　）


